
議員各位 

 

都市計画部長 

 

下記のとおりお知らせします。 

提供年月日 令和８年２月  日  

担当部署  都市計画部建築政策課 

担 当 者 名 所属長：田村 貴司 

連 絡 先 直通：077-561-1502 

内線：2520 

草津市空き家管理事業者登録制度を開始します 
～空き家の適正管理の推進に向けて～ 

 

近年、空き家に対して、草木の繁茂等による周辺住民等からの苦情相談が増加してきており、所有者等

へ文書通知や訪問等を行っていますが、特に所有者等が遠方に住んでいる等の理由により、自ら適切に管

理を行うことが難しいケースが存在しております。 

このような、現状を踏まえるとともに、令和６年に国土交通省が“不動産業者による空き家管理受託の

ガイドライン”が策定されたことを背景として、所有者等による空き家の適正管理に向けた新たな支援策

として、「草津市空き家管理事業者登録制度」を開始します。 

 

■ 制度のポイント                                        

  

・制度に賛同いただく事業者を登録し、市ＨＰ等で登録名簿を紹介します。 

・空き家所有者等は、登録名簿から任意に連絡・交渉・契約を行います。市はその連絡・交渉・契約の 

過程には関与しません。 

・相続により所有権者が複数存在する場合、遠方に在住している場合、高齢等を理由に十分な管理を行え 

ない場合を主な想定とした事業です。 

・本市と（公社）滋賀県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会滋賀県本部で締結している 

「草津市空き家サポート事業連携協定書」に基づく取組となります。 

 

 

■ 運用のイメージ                                        

   

（別記の 実施フロー図 および 登録・公開イメージ図 のとおり） 

 

 

■ 実施スケジュール                                        

 

 令和８年３月  事業者に向けた周知および登録 

 令和８年４月  所有者等に向けた登録名簿の公開 

         制度の周知・啓発 

添付資料  

 

【報６-１】 



◆実施フロー図（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆登録・公開イメージ図（他市例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産事業者等 

A 事業者 B 事業者 C 事業者 

①登録の申込 

草津市建築政策課 ②登録の決定 

空き家管理事業者 

登録名簿 
③名簿登録・公表 

④空き家所有者等から問合せ  

⇒ 名簿の提供 

④市ウェブページで公開 

空き家所有者等 

申請要件：宅建協会・不動産協会加盟 等 

⑤名簿から任意に、連絡・相談 

 ・契約（空き家等の管理委託） 

【当該手続に、市は関与しない】 特記事項 

・毎年度、事業者から市へ実績報告 

・悪質性が認められる事案が生じた場合、登録を抹消 

別記 


